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みどり市シティプロモーション映像制作業務 仕様書 

 

1. 業務名 

  みどり市シティプロモーション映像制作業務 

 

2. 業務目的 

本市の自然や風景、歴史・文化などの地域資源が有する価値・魅力等を、

潜在層（みどり市やみどり市の魅力を知らない層）に広く伝えるためのプロ

モーション用動画を制作し、みどり市の認知度向上に加え、来訪者の増加、

交流・関係人口拡大、移住・定住人口の増加を図ることを目的とする。 

 

3. 業務期間 

  契約締結日の翌日から令和８年３月 31日まで 

 

4. 業務場所 

  みどり市内 

 

5. 業務内容 

  シティプロモーション映像制作業務一式 

5.1 企画・撮影 

5.1.1 企画 

企画提案内容を基に本市と協議を行い、構成を決定すること。その際、

撮影内容を表現した絵コンテまたはそれに準ずるイメージ資料を提出する

こと。また、決定した内容を基にデザイン等を作成すること。 

5.1.2 撮影計画 

撮影を実施する前に、撮影日及び予備日等を記載した撮影計画（香盤

表）を作成し、本市に提出して承認を得ること。 

5.1.3 取材・撮影 

取材・撮影に必要となるスタッフ、モデル、協力者、機材、車両及び消

耗品等の手配及び管理の一切を行うこと。また、撮影にあたり必要となる

関係者及び関係機関への取材交渉、撮影許可申請及び日程調整、使用料・

出演料・交通費・謝礼等の費用負担等、撮影に付随する全ての必要な業務

を遂行すること。 

5.1.4 編集 

映像の加工・編集や音楽・音声・ナレーション・テロップの付加等の編

集を必要に応じて効果的に行うこと。編集・デザインについては、本市の

意向を反映させるとともに、積極的な提案を行うこと。音楽については、

映像に合わせた BGMを挿入すること。 
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5.1.4 借用映像 

本業務に使用する映像は、新たに撮影するものとする。ただし、天候等

や時期の都合により撮影が困難な場合や適当な映像が撮影できなかった場

合等、やむを得ず既存の映像を使用する場合、本市が所有する映像を使用

すること。なお、借用映像を使用する際の手続き等は受託者が行うこと。 

5.2 制作 

5.2.1 制作物 

本業務において制作する成果品は、以下の４点とする。 

・ 提案したテーマに則した動画（２～３分程度）×２点 

・ 提案したテーマに則した縦型動画（30秒以内）×１点 

・ 予告編（15秒程度）×１点 

・ 各動画のサムネイル 

5.2.2 撮影対象 

制作する映像には、本市の自然や歴史・文化などの地域資源の価値・魅

力を必ず盛り込むこと。やむを得ない事情により盛り込むことができない

場合には、本市に事前に協議の上、承諾を得ること。 

5.2.3 構成 

   制作する映像は、風景や行事を撮影した映像と、実在のモデルがその場

を散策する映像とを組み合わせた構成とすること。なお、モデルの出演シ

ーンは映像を魅力的に見せる演出の範囲内とすることから、制作する動画

の全てに出演する必要はない。 

5.2.4 創意工夫 

ストーリー性やテーマを設定する等、本市の魅力を短時間で伝えられる

よう工夫し、一般的なプロモーション動画とは異なった視点でテーマを設

定し、オリジナリティある訴求効果の高い映像を制作すること。また、

YouTube や SNSでの再生を想定し、最初の 10秒程度で印象に残るような構

成にすること。 

5.2.5 映像品質 

通常のカメラ撮影に加え、ドローンやジンバル、アクションカメラ等の

撮影機材も活用し、季節の風物詩や行事の臨場感・迫力ある映像を撮影す

る等、本市の魅力を最大限に生かした映像を制作すること。 

5.2.6 校正 

完成までに本市による内容確認及び修正指示の機会を少なくとも２回以

上設けること。 

5.2.7 公開用画像 

撮影した映像を基に、YouTubeや SNS等で表示するためのサムネイル用

画像を作成すること。 
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5.2.8 公開範囲 

制作する映像は、YouTubeをはじめとする SNS、デジタルサイネージ、市

制施行 20周年記念イベント、移住イベント等での公開を想定すること。 

 

5.3 映像仕様 

・ 映像の解像度は４K60P（3,840×2,160）かつ 10bitとする。なお、フル

HD画質（1,920×1,080）のデータも納品すること。 

・ 映像のアスペクト比（縦横比）は 16：９とする。 

・ 動画のファイル形式（拡張子）は MP4及び MOVの２種類とする。 

 

6. 成果品 

6.1 納品物 

（1）業務完了通知書×１部 

（2）制作した動画データ×１式 

（3）制作した動画データのサムネイル×１式 

（4）制作した動画データを収録した DVD-Video 形式のディスク×５枚 

（5）撮影素材一式を収録した外付け HDD×１基 

6.2 納期 

令和８年３月 11日（水） 

6.3 支払い 

本業務の委託金は、本市の業務完了検査の合格後に一括して支払うものと

する。 

6.4 契約不適合責任 

納品後、受託者の瑕疵による成果品の不備が発見された場合は、本市の指

示により、受託者の負担と責任において、速やかに修正・補足等の措置を行

うこと。 

 

7. 委託 

7.1 一括再委託の禁止 

受託者は、本業務の全部を第三者に委託してはならない。 

7.2 再委託の承認 

受託者は、本市が承認した場合に限り、本業務の一部を第三者に再委託す

ることができる。 

 

8. その他の注意事項 

8.1 遵守事項 

本業務は、本仕様書に基づいて実施すること。また、業務の実施にあた

り、本市と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で適切な人員配

置のもとで進めること。 



5 

8.2 契約金額 

契約金額には、企画作成に係る費用、交通費、宿泊費、通信費、事務消耗

品費等業務に係る必要経費の一切を含むものとする。 

8.3 定期報告 

本業務の遂行状況について、本市に対して定期的に報告すること。  

8.4 権利処理 

成果品は、映像及び画像等の著作権上の権利、並びに、出演または映り込

みしている人物の肖像権を処理した上で納品すること。また、それらに関す

る紛争が生じた場合は、受託者の責任において対応するものとし、本市は責

任を負わない。 

8.5 秘密保持 

本業務を通じて知り得た一切の情報を機密情報として扱い、本業務の目的

外に利用し、または第三者に提供しないこと。また、本業務に関して知り得

た情報の漏えい、減失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置

を講じること。なお、業務終了後も同様とする。 

8.6 個人情報の取り扱い 

本業務の遂行にあたり個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関す

る法律（平成 15年法律第 57号）及びみどり市個人情報保護法施行条例を遵

守し、個人情報を適正に取り扱うこと。 

8.7 事故報告 

業務に関連する事故が発生した場合は、直ちに本市に報告し、対応措置後

の詳細な経過及び結果報告を文書により行うこと。 

8.8 不可抗力 

天災その他不可抗力等の突発的な事情により業務委託内容に変更が生じた

場合は、本市と協議を行うこと。 

8.9 疑義の協議 

本仕様書に定めのない事項または本業務の実施にあたり疑義が生じた場合

は、速やかに本市と十分な打ち合わせ及び協議を行い、業務の遂行に支障の

ないよう努めること。 

 

9. 著作権の帰属について 

・ 本業務で作成された成果品の所有権、著作権（著作権法第 27 条及び第 

28 条に規定する権利を含む）及び利用権は、受託者から本市に成果品が

引き渡され、本市の業務完了検査に合格したと同時に、本市に帰属する

ものとする。 

・ 受託者は、自ら又は第三者をして、本市に対し、成果品を構成する著作

物に係る著作者人格権を行使せず又は行使させない。 
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